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(54)【発明の名称】 携帯情報端末を利用した医療用診断装置

(57)【要約】
【課題】  遠隔地の専門医が患部の状況を迅速に且つ正
確に把握できるようにする。
【解決手段】  医療用撮影装置を用いて患者の患部画像
を撮影した後、撮影した患部画像のデータを専門医の有
する携帯情報端末に転送する。遠隔地にいる専門医は、
送信された来た患部画像を確認することで、患部の状況
を正確に把握して的確な判断を下すことができる。また
必要があれば、専門医は、携帯情報端末から医療用撮影
装置に制御データを送信して患部画像の撮影範囲を変更
することで、新たな患部画像を得ることもできる。こう
して医療用撮影装置を遠隔操作すれば、所望の患部画像
を簡便に且つ迅速に得ることが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  患者の患部画像を撮影して表示する医療
用診断装置であって、
前記患部画像の撮影範囲を設定する撮影範囲設定手段
と、
前記設定された撮影範囲の患部画像を撮影する患部画像
撮影手段と、
前記撮影した患部画像のデータを携帯情報端末に通信回
線を介して送信する画像データ送信手段と、
前記携帯情報端末から前記通信回線を介して送信されて
きた制御データを受信して前記撮影箇所設定手段を制御
することにより、前記撮影範囲を変更する撮影範囲変更
手段とを備える医療用診断装置。
【請求項２】  患者の患部画像を撮影して表示する医療
用診断装置であって、
前記患部画像の撮影範囲を設定する撮影範囲設定手段
と、
前記設定された撮影範囲の患部画像を撮影する患部画像
撮影手段と、
予め登録しておいた複数の携帯情報端末の中から、少な
くとも１の携帯情報端末を選択する携帯情報端末選択手
段と、
前記撮影した患部画像のデータを、前記選択された携帯
情報端末に通信回線を介して送信する画像データ送信手
段とを備える医療用診断装置。
【請求項３】  請求項１または請求項２に記載の医療用
診断装置であって、
前記患部画像撮影手段は、前記患部画像として、Ｘ線画
像、ＣＴ画像、ＭＲ画像、超音波画像、心電図画像のい
ずれかを撮影する手段である医療用診断装置。
【請求項４】  請求項１または請求項２に記載の医療用
診断装置であって、
前記画像データあるいは前記制御データをやり取りする
ために、前記携帯情報端末との間に前記通信回線を確保
して接続状態を維持する通信回線確保手段を備える医療
用診断装置。
【請求項５】  請求項１に記載の医療用診断装置であっ
て、
診断に関連する情報を患者毎に記憶しておく患者情報記
憶手段と、
前記患者毎に記憶された診断に関連する情報の中から、
前記通信回線を介して前記携帯情報端末によって指定さ
れた前記情報を返信する患者情報返信手段とを備える医
療用診断装置。
【請求項６】  通信回線を介してデータを送受信可能な
携帯情報端末であって、
患者の患部画像を撮影する医療用診断装置から、前記通
信回線を介して該患部画像のデータを受信する画像デー
タ受信手段と、
前記受信した患部画像を表示する患部画像表示手段と、
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前記患部画像の撮影範囲を変更するための制御データ
を、前記医療用診断装置に送信する制御データ送信手段
とを備える携帯情報端末。
【請求項７】  請求項６記載の携帯情報端末であって、
前記画像データあるいは前記制御データをやり取りする
ために、前記医療用診断装置との間に前記通信回線を確
保して接続状態を維持する通信回線確保手段を備える医
療用診断装置。
【請求項８】  請求項６記載の携帯情報端末であって、
前記表示された患部画像上に該患部画像の表示範囲を指
定する表示範囲指定手段を備え、
前記制御データ送信手段は、前記制御データとして、前
記指定された表示範囲を表すデータを送信する手段であ
る携帯情報端末。
【請求項９】  請求項８記載の携帯情報端末であって、
前記指定された表示範囲に対応する前記患部画像上での
座標値を検出する座標値検出手段を備え、
前記制御データ送信手段は、前記制御データとして、前
記検出された座標値を送信する手段である携帯情報端
末。
【請求項１０】  請求項６記載の携帯情報端末であっ
て、
患者毎に記憶された診断に関連する情報を、前記通信回
線を介して受信して記憶する診断情報記憶手段を備える
携帯情報端末。
【請求項１１】  患者の患部画像を撮影して表示する医
療用診断システムであって、
前記患部画像の撮影範囲を設定する撮影範囲設定手段
と、
前記設定された撮影範囲の患部画像を撮影する患部画像
撮影手段と、
前記撮影した患部画像のデータを、通信回線を介して携
帯情報端末に送信する画像データ送信手段と、
前記患部画像の撮影範囲を変更する撮影範囲変更手段と
を備え、
前記携帯情報端末は、
前記患部画像のデータを通信回線を介して受信し、該受
信した患部画像を表示する患部画像表示手段と、
前記患部画像の撮影範囲を変更するための制御データ
を、前記通信回線を介して前記撮影範囲変更手段に送信
する制御データ送信手段とを備える医療用診断システ
ム。
【請求項１２】  請求項１１記載の医療用診断システム
であって、
前記画像データあるいは前記制御データをやり取りする
ために、前記通信回線を確保して接続状態を維持する通
信回線確保手段を備え、
前記画像データ送信手段および前記制御データ送信手段
は、前記確保された通信回線を介して各々のデータを送
信する手段である医療用診断システム。
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【請求項１３】  請求項１１記載の医療用診断システム
であって、
前記携帯情報端末は、前記表示された患部画像上に該患
部画像の表示範囲を指定する表示範囲指定手段を備え、
前記制御データ送信手段は、前記制御データとして、前
記指定された表示範囲を表すデータを送信する手段であ
る携帯情報端末。
【請求項１４】  請求項１１記載の医療用診断システム
であって、
診断に関連する情報を患者毎に記憶しておく患者情報記
憶手段と、
患者毎に記憶された前記診断に関連する情報の中から、
前記通信回線を介して前記携帯情報端末によって指定さ
れた前記情報を返信する患者情報返信手段とを備え、
前記携帯情報端末は、患者毎に記憶された前記診断に関
連する情報の中から、送信すべき情報を通信回線を介し
て指定する情報指定手段を備える医療用診断システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、患者の患部画像
を用いて診断を行う技術に関し、詳しくは、医療機器を
用いて撮影した患部画像を携帯情報端末と通信すること
により、遠隔診断を行う技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】脳溢血や、腸捻転などの緊急患者が運び
込まれた場合、患部の断層写真あるいは投影写真などを
撮影して患部の状況を把握し、必要とあらば緊急手術を
行わなければならない。かかる判断に際しては、撮影し
た画像から患部の状況を正確に把握することが肝要とな
るが、画像から患部の状況を把握することは必ずしも容
易なことではなく、状況を正確に把握するためには経験
を積んだ専門医の判断が必要な場合も多い。
【０００３】もちろん緊急患者が運び込まれた現場の近
くに、常に専門医が居るとは限らない。例えば、緊急患
者が運び込まれた時間が、専門医の居ない深夜である場
合や、あるいは、学会に出席するなど業務の関係で専門
医が出張中に緊急患者が運び込まれる場合もある。この
ような場合には、当直の医師あるいは担当の医師が、撮
影した患部の画像を見ながら電話で専門医の判断を仰ぐ
ことになる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、撮影した患部
の様子を口頭で伝えることは困難であり、専門医といえ
ども的確な判断を下せない場合が生じ得るという問題が
あった。判断が困難な場合、急いで現場に駆けつける
か、さもなければ、ファクシミリなど何らかの方法で患
部の画像を送ってもらって確認しなければならないが、
画像を送ってもらう場合でも、画像の受信可能な機器を
探さなければならない。従って、いずれの場合でも、緊
急の用には間に合わない場合も生じ得た。

4
【０００５】本発明は、従来技術における上述の課題を
解決するためになされたものであり、緊急患者が運び込
まれた場合に、現場に居ない専門医に迅速に連絡を取
り、専門医が患部の状況を正確に把握して的確な判断を
行うことが可能な技術を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】上
述の課題の少なくとも一部を解決するために、本発明の
医療用診断装置は次の構成を採用した。すなわち、患者
の患部画像を撮影して表示する医療用診断装置であっ
て、前記患部画像の撮影範囲を設定する撮影範囲設定手
段と、前記設定された撮影範囲の患部画像を撮影する患
部画像撮影手段と、前記撮影した患部画像のデータを携
帯情報端末に通信回線を介して送信する画像データ送信
手段と、前記携帯情報端末から前記通信回線を介して送
信されてきた制御データを受信して前記撮影箇所設定手
段を制御することにより、前記撮影範囲を変更する撮影
範囲変更手段とを備えることを要旨とする。
【０００７】かかる医療用診断装置においては、撮影し
た患部画像を、通信回線を介して携帯情報端末に送信す
るとともに、携帯情報端末から受信した制御データに基
づいて、患部画像の撮影範囲を変更することが可能であ
る。従って、緊急患者が運び込まれた現場に専門医が居
ない場合でも、専門医の有する携帯情報端末に患部画像
を転送することで、患部の状況を迅速に且つ正確に伝え
ることができる。更に必要があれば、携帯情報端末から
制御データを送信して患部の撮影範囲を変更すること
で、専門医は、現場に居なくても患部の状況を正確に把
握して、的確な判断を下すことが可能となる。
【０００８】こうした医療用診断装置は、Ｘ線画像、Ｃ
Ｔ画像、ＭＲ画像、超音波画像、心電図画像のいずれか
の患部画像を撮影する医療用診断装置とすることができ
る。これらの画像に基づいて患部の状況を正確に把握す
るためには、経験が必要であることから、遠方にいる専
門医の判断を仰がなければならない場合も多い。従っ
て、これら医療用診断装置から携帯情報端末に患部画像
を転送可能とすれば、遠方の専門医が患部の状況を正確
に把握して的確な判断を下すことが可能となるので好ま
しい。
【０００９】上記の医療用診断装置に対応する本発明の
携帯情報端末は、通信回線を介してデータを送受信可能
な携帯情報端末であって、患者の患部画像を撮影する医
療用診断装置から、前記通信回線を介して該患部画像の
データを受信する画像データ受信手段と、前記受信した
患部画像を表示する患部画像表示手段と、前記患部画像
の撮影範囲を変更するための制御データを、前記医療用
診断装置に送信する制御データ送信手段とを備えること
を要旨とする。
【００１０】かかる携帯情報端末を有していれば、医療
用診断装置で撮影した患部画像を通信回線を介して受信
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することで、患部の状況を迅速に把握することができ
る。また、必要があれば制御データを送信して患部画像
の撮影範囲を変更することで、患部の状況をより正確に
把握することができる。従って、専門医がこのような携
帯情報端末を携帯していれば、緊急患者が運び込まれた
現場に居ない場合でも、専門医は患部の状況を迅速に且
つ正確に把握して、的確な判断を下すことが可能とな
る。
【００１１】また、上記の医療用診断装置および携帯情
報端末に対応する本発明の医療用診断システムは、患者
の患部画像を撮影して表示する医療用診断システムであ
って、前記患部画像の撮影範囲を設定する撮影範囲設定
手段と、前記設定された撮影範囲の患部画像を撮影する
患部画像撮影手段と、前記撮影した患部画像のデータ
を、通信回線を介して携帯情報端末に送信する画像デー
タ送信手段と、前記患部画像の撮影範囲を変更する撮影
範囲変更手段とを備え、前記携帯情報端末は、前記患部
画像のデータを通信回線を介して受信し、該受信した患
部画像を表示する患部画像表示手段と、前記患部画像の
撮影範囲を変更するための制御データを、前記通信回線
を介して前記撮影範囲変更手段に送信する制御データ送
信手段とを備えることを要旨とする。
【００１２】かかる医療用診断システムにおいては、専
門医の有する携帯情報端末に患部画像を送信し、専門医
が受診した患部画像を確認して、必要があれば携帯情報
端末から制御データを送信して、患部画像の撮影範囲を
変更することができる。従って、緊急患者が運び込まれ
た現場に専門医が居ない場合でも、専門医は患部の状況
を迅速に且つ正確に把握して、的確な判断を下すことが
可能となる。
【００１３】こうした医療用診断装置、携帯情報端末、
あるいは医療用診断システムにおいては、医療用診断装
置と携帯情報端末との間で通信回線を確保することで、
回線を接続状態に維持しておき、この回線を用いて画像
データあるいは制御データをやり取りすることとしても
良い。
【００１４】通信回線を確保した状態で、画像データあ
るいは制御データをやり取りすれば、確実に且つ迅速に
データの送受信を行うことができる。このため、緊急患
者が運び込まれた場合に、遠方にいる専門医が必要な患
部画像を速やかに確認することが可能となり、延いては
迅速に且つ正確な判断を下すことが可能となるので好ま
しい。
【００１５】また、こうした医療用診断装置、携帯情報
端末、あるいは医療用診断システムにおいては、診断に
関連する情報を患者毎に記憶しておき、該情報を通信回
線を介して携帯情報端末に送信することとしても良い。
患者毎に記憶されている診断に関連する情報としては、
患者の氏名や住所といった患者を特定するための情報に
加えて、受診記録や病歴といった、いわゆるカルテに記
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載されているような診断に関する情報を記憶することが
できる。もちろん、以前の診断に使用した患部の画像デ
ータが存在する場合には、かかる患部画像のデータを記
憶しておくこともできる。こうすれば、専門医は、送信
されてきた患部画像に加えて、これら診断に関連する情
報を参照することで、より的確な診断を行うことも可能
となる。
【００１６】尚、これら診断に関連する情報を、専門医
の有する携帯情報端末に送信するに際しては、携帯情報
端末の側から送信すべき情報を指定可能とすれば、必要
な情報を確実に送信することが可能であり、また、送信
されてきた情報を携帯情報端末に蓄えておくこととして
おけば、必要情報を何度でも確認することが可能となる
ので好ましい。
【００１７】もちろん、患者毎に記憶された診断に関連
する情報を、携帯情報端末側に予め記憶しておくことと
してもよい。こうすれば、診断に必要な情報を携帯情報
端末に送信する必要がないので、的確な判断を迅速に行
うことが可能となって好ましい。
【００１８】また、上記の携帯情報端末においては、前
記表示された患部画像上に該患部画像の表示範囲を指定
可能とするとともに、該指定した表示範囲を表すデータ
を、前記制御データとして医療用診断装置に送信するこ
ととしても良い。
【００１９】このように患部画像を撮影する範囲の変更
を指示する際に、表示された患部画像上に表示範囲を指
定して、該指定した表示範囲を示すデータを送信するこ
とで変更を指示すれば、簡便に且つ的確に変更内容を指
示することが可能となる。
【００２０】加えて、こうした携帯情報端末において
は、指定された表示範囲に対応する前記患部画像上での
座標値を検出して、検出した座標値を、前記制御データ
として医療用診断装置に送信することとしても良い。
【００２１】指定された表示範囲に対応する座標値とし
て、例えば表示範囲の中心位置、あるいは向かい合う隅
部の座標値などを検出して送信すれば、送信するデータ
量が少なくなるので、制御データを迅速に送信すること
が可能となって好ましい。
【００２２】尚、上述した携帯情報端末としては、いわ
ゆる携帯電話を用いることができる。携帯電話は、通信
回線を介して画像を受信する機能や、受信した画像を表
示する機能、制御データを送信する機能など、必要な機
能を備えている。加えて、携帯電話は常に持ち歩くもの
であるから、専門医も常に携帯している可能性が高く、
従って緊急を要する場合にも、遠方の専門医に迅速に且
つ確実に連絡を取って判断を仰ぐことが可能となるの
で、特に好適である。
【００２３】また、上記の医療用診断装置に代えて、次
のような医療診断装置とすることもできる。すなわち、
本発明の他の医療診断装置は、患者の患部画像を撮影し
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て表示する医療用診断装置であって、前記患部画像の撮
影範囲を設定する撮影範囲設定手段と、前記設定された
撮影範囲の患部画像を撮影する患部画像撮影手段と、予
め登録しておいた複数の携帯情報端末の中から、少なく
とも１の携帯情報端末を選択する携帯情報端末選択手段
と、前記撮影した患部画像のデータを、前記選択された
携帯情報端末に通信回線を介して送信する画像データ送
信手段とを備えることを要旨とする。
【００２４】かかる医療用診断装置においては、複数の
携帯情報端末を予め登録しておき、患部画像を撮影した
場合には、登録されている複数の携帯情報端末の中から
少なくとも１つを選択して、選択した携帯情報端末に患
部画像のデータを送信する。こうして予め登録した複数
の携帯情報端末の中から、患部画像を送信する端末を選
択して送信すれば、確実に且つ迅速に患部画像を送信す
ることが可能となるので好ましい。
【００２５】
【発明の実施の形態】Ａ．第１実施例：本発明の作用・
効果をより明確に説明するために、本発明の実施例につ
いて説明する。図１は、本実施例の遠隔診断システム１
０の全体構成を示す説明図である。本実施例の遠隔診断
システム１０は、患部の画像を撮影する医療用撮影装置
２０と、医療用撮影装置２０を制御する制御装置３０
と、携帯情報端末４０などから構成されている。本実施
例では、医療用撮影装置２０として、ＣＴ（Ｃomputeri
zed Ｔomography ）画像を撮影するコンピュータ断層撮
影装置を使用しているが、他に、Ｘ線画像や、ＭＲ（Ｍ
agnetic Ｒesonance）画像、超音波画像などを撮影する
各種の医療用撮影装置を用いることができる。医療用撮
影装置２０は、患者に対して相対的に移動可能となって
いて、任意の位置でのＣＴ画像を撮影することが可能で
ある。また、必要に応じて患部の拡大画像を撮影するこ
ともできる。こうした制御は、制御装置３０によって行
われている。
【００２６】制御装置３０は、医療用撮影装置２０を操
作するための制御盤３２と、コントローラ３３と、撮影
した患部の画像を表示するためのモニタ３４と、通信回
線を接続して携帯情報端末４０とデータをやり取りする
ための通信部３８などから構成されている。コントロー
ラ３３は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク
ＨＤなどをバスで相互に接続したいわゆるマイクロコン
ピュータによって構成されている。制御装置３０の操作
者が制御盤３２を操作して医療用撮影装置２０の動作を
指示すると、その内容がコントローラ３３で解釈され、
適切な制御データに変換されて医療用撮影装置２０に伝
達される。医療用撮影装置２０は、こうして伝達された
制御データに従って動作する。医療用撮影装置２０で撮
影されたＣＴ画像のデータはコントローラ３３に送られ
て必要な処理が施された後、コントローラ３３からモニ
タ３４に出力されることで、撮影した患部画像がモニタ
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３４上に表示される。
【００２７】また、制御装置３０に設けられた通信部３
８により、無線局５０を介して、遠方の携帯情報端末４
０に対して患部画像データを送信したり、あるいは携帯
情報端末４０からデータを受信することも可能である。
携帯情報端末４０は、携帯型のパーソナルコンピュータ
（モバイルコンピュータ）など周知の携帯情報端末を使
用することができるが、本実施例ではいわゆる携帯電話
を使用している。
【００２８】尚、図１では、周辺の医療機器に対す電波
障害の発生を回避する観点から、通信部３８は建物の外
部に設けられ、制御装置本体と有線で接続されているも
のとしている。もちろん、通信部３８を制御装置本体に
組み込むことも可能である。こうした場合は、次のよう
にしてデータを送信することで、電波障害の発生を回避
することができる。すなわち、通信部３８からは電波障
害を起こさないような、微弱な電波や赤外線を用いてデ
ータを送信し、このデータを建物の外部に設けたアンテ
ナで中継して、無線局５０に電波を飛ばすこととしても
よい。また、制御装置３０をネットワークに組み込ん
で、ネットワーク上に設けた通信部３８から無線局５０
に電波を発信することとしてもよい。
【００２９】図２は、機能に着目して制御装置３０の構
成を示した機能ブロック図である。制御装置３０の機能
は、装置全体の制御を司る制御手段１１０を中心とし
て、携帯情報端末とデータのやり取りを行う通信手段１
００と、医療用撮影装置２０としての動作手段１２０な
どから構成されている。動作手段１２０には、患部画像
の撮影を行う撮影手段１２４と、撮影に際して手順や撮
影のための条件といった種々の情報を測定する測定手段
１２２などが含まれている。制御手段１１０は、動作手
段１２０を介して撮影手段１２４，測定手段１２２とデ
ータのやり取りを行い、得られたデータを通信手段１０
０を介して携帯情報端末に送信することができる。
【００３０】また、制御手段１１０は、動作手段１２０
を介して取得したデータを、記憶手段１３０に記憶して
おくこととしてもよい。あるいは、いわゆるカルテに記
載されるような患者毎の情報についての患者データベー
ス１４０を設けておき、制御手段１１０を介して該患者
データベース１４０に対してデータをやり取り可能とし
ても良い。患者データベース１４０には、患者の氏名や
住所といった患者を特定するための情報や、受診記録、
病歴、更には、以前の診断に使用した患部の画像データ
などを蓄えておくことができる。制御手段１１０は、必
要に応じて、記憶手段１３０あるいは患者データベース
１４０からデータを読み出し、通信手段１００を介し
て、専門医の携帯情報端末に送信することができる。
尚、携帯情報端末側では、受信したデータを記憶媒体に
蓄えておき、必要に応じてデータを読み出すこととして
も良い。記憶媒体としては、大容量のメモリや可搬型の
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ハードディスクなど、小型の記憶媒体であれば、周知の
種々の記憶媒体を適用することができる。あるいは、患
者データベース１４０の内容を予め記憶媒体に記憶して
おいたり、更には患者データベース１４０の内容を通信
回線経由でダウンロードすることで、携帯情報端末側に
患者データベースを持っておくことも可能である。
【００３１】図３は、制御装置３０のモニタ３４の構成
を示す説明図である。モニタ３４は、図示されているよ
うに、主表示部３５と、副表示部３６と、患部画像の転
送先を指定する転送先指定部３７などから構成されてい
る。医療用撮影装置２０で撮影された患部の画像は、主
表示部３５に表示される。転送先指定部３７には、予め
専門医の名前が登録されており、カーソルを移動させて
専門医を指定し、画面下部の送信ボタンをクリックする
と、主表示部３５に表示されている患部画像のデータ
が、専門医の携帯する携帯情報端末４０に送信される。
図３では、例として「鈴木先生」が指定されている様子
を示している。コントローラ３３には、登録された専門
医の携帯情報端末４０の番号が予め記憶されている。副
表示部３６には、転送された画像が表示される。副表示
部３６を参照することにより、専門医の携帯情報端末４
０の画面上に表示されている画像を何時でも確認するこ
とができる。
【００３２】制御装置３０から送信された画像データ
は、携帯電話の無線局５０を介して、専門医の携帯情報
端末４０に送信される。画像データが送られてくると、
携帯情報端末４０は所定の着信音を鳴らしてデータの着
信を知らせ、専門医が所定の操作を行うと回線が接続さ
れて、携帯情報端末４０の画面上に患部画像が表示され
る。図４は、専門医の有する携帯情報端末４０の画面
に、転送されてきた患部画像が表示されている様子を示
している。専門医は画面上に表示された画像を確認する
ことにより、患部の状態を正確に把握することができ
る。従って、以上のような遠隔診断システム１０を用い
れば、専門医の不在時に緊急患者が運び込まれたときで
も、専門医の携帯情報端末４０に患部画像を転送するこ
とで専門医が患部の状況を正確に把握することが可能と
なり、延いては、専門医から的確な指示を得ることがで
きる。また、本実施例においては、患部画像を送信する
制御装置３０と専門医の携帯情報端末４０との間で通信
回線が接続されている。このため、転送された来た患部
画像からは分からない事項については、専門医は携帯情
報端末４０の通話機能を利用して現場の担当医に確認す
ることも可能である。
【００３３】もっとも、転送されてきた患部画像だけか
らでは判断が困難であって別の角度からの画像を確認す
る必要がある場合や、あるいは患部画像が小さすぎて細
かな部分が判別できないといった理由から、新たな患部
画像を転送してもらわなければならない場合も生じ得
る。このような場合、本実施例の遠隔診断システム１０
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では、専門医の有する携帯情報端末４０から制御装置３
０にデータを送信して、新たな患部画像を送信してもら
うよう指示することが可能となっている。
【００３４】新たな患部画像を送信するよう、専門医の
携帯情報端末４０から指示する様子を、図５、図６を用
いて説明する。転送されてきた患部画像（図４参照）を
確認した後、専門医が携帯情報端末４０に対して所定の
操作を行うと、画面の表示が図５に示した表示に切り変
わる。専門医は、携帯情報端末４０のカーソルを合わせ
ることにより、表示された各種項目の中から該当する項
目を選択することができる。例えば、転送されてきた患
部画像を拡大したい場合は、カーソルを「１．拡大」と
表示された位置に合わせて選択すると、画面の表示が図
６に示すような表示に切り変わる。図６の画面では、携
帯情報端末４０のボタンを操作して画面上の所定位置に
「１」～「５」までの数字を打ち込むことで、患部画像
を拡大する程度を１段階から５段階までの範囲で設定す
ることができる。１ステップあたりの拡大倍率は予め設
定されている。こうして画像をどの程度拡大させるかを
設定したら、携帯情報端末４０のボタンを操作すること
により、設定内容を制御装置３０に送信する。
【００３５】専門医の携帯情報端末４０から送信された
設定内容は、通信回線を介して制御装置３０の通信部３
８で受信され、モニタ３４に表示される。現場の担当医
は、モニタ３４に表示された内容に基づいて制御盤３２
を操作し、新たな患部画像を撮影した後、再び専門医の
携帯情報端末４０に転送する。その結果、専門医の端末
の画面には、図７に示すような新たな患部画像が表示さ
れることになる。専門医は、こうして転送された新たな
患部画像を確認することで、患部の状況を正確に把握
し、現場の担当医に対して的確な指示を出すことが可能
となる。
【００３６】もちろん、必要があれば、以上の操作を繰
り返し行うことで、何度でも新たな患部画像を送信して
もらうこともできる。例えば専門医が、図７に示した患
部画像を見て、画面右側の枠外の部分も確認しておく必
要があると判断したものとする。この場合、専門医は再
び所定の操作を行うことで、携帯情報端末４０の画面の
表示を切り換える。次いで、カーソルを移動させて、図
８に示すように「５．右へ移動」を選択した後、図９に
示す画面上で移動させるステップを打ち込んで、新たな
設定内容を制御装置３０に送信する。制御装置３０で
は、新たに受信した制御内容に従って患部画像が撮影さ
れ、再び携帯情報端末４０に転送される。その結果、専
門医は、図７に示した画像では右側枠外の部分の患部画
像を確認することができる。専門医が、転送された患部
画像とは異なる断面のＣＴ画像を見たいと判断した場合
は、例えば「７．手前に移動」あるいは「８．奥に移
動」を選択することで、異なる断面の患部画像を確認す
ることもできる。
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【００３７】このように、専門医は遠隔地に居る場合で
も、転送されてきた患部画像を見ながら、患部の撮影箇
所を適宜修正することで、患部の状況を正確に把握して
的確な判断を下すことができる。また、現場の担当医に
口頭で連絡することで撮影箇所を間接的に変更する場合
に比べて、専門医が撮影箇所を直接変更することができ
るので、所望の患部画像を迅速に得ることが可能とな
る。
【００３８】尚、以上の説明では、新たな設定内容を受
信すると、その度毎に新たな患部画像を撮影するものと
したが、次のようにしても良い。患部画像を予め高い分
解能で撮影して、コントローラ３３のハードディスクに
記憶しておく。そして、専門医の携帯情報端末４０か
ら、患部画像の一部を拡大する旨の設定内容を受信した
場合には、記憶されている画像に画像処理を施して拡大
画像を作成し、得られた画像を専門医の携帯情報端末４
０に転送することとしても良い。こうすれば、専門医か
らの指示を受けるたびに新たな患部画像を撮影する必要
がないので、要求された患部画像を迅速に送信すること
ができるので好ましい。
【００３９】また、以上の説明では、専門医から送信さ
れてきた設定内容はモニタ３４に表示され、かかる表示
に基づいて、現場の担当医が制御盤３２を操作すること
としたが、次のようにすることもできる。制御装置３０
の通信部３８は、専門医から送信されてきた設定内容を
受け取るとコントローラ３３に伝達する。コントローラ
３３は、受け取った設定内容に基づいて、医療用撮影装
置２０の制御データを発生させ、発生した制御データを
医療用撮影装置２０に送信することで新たな患部画像を
撮影する。こうして撮影した新たな患部画像を、再び通
信回線を介して専門医の携帯情報端末４０に転送する。
このようにすれば、専門医は遠隔地に居ながら、現場に
いて制御装置３０を操作しているのと同様に適切な患部
画像を確認することで、患部の状況を正確に把握するこ
とが可能となる。
【００４０】尚、ここでは、医療用撮影装置２０を制御
するための制御データは、制御装置３０内のコントロー
ラ３３で発生させるものとした。もっとも、複数の基本
的な制御コードを携帯情報端末４０に予め記憶してお
き、専門医が設定した内容に応じて制御コードを組み合
わせることで、携帯情報端末側で制御データを発生させ
ることも可能である。こうして携帯情報端末４０から制
御データを送信する場合は、制御装置３０のコントロー
ラ３３は受信した制御データをそのまま医療用撮影装置
２０に供給すればよい。
【００４１】以上に説明したように、通信回線を介して
転送された患部画像を確認し、患部の撮影範囲を修正し
て新たな患部画像を確認することで、患者が運び込まれ
た現場に居ない専門医でも患部の状況を正確に把握する
ことができる。
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【００４２】Ｂ．第２実施例：以上に説明した第１実施
例では、患部画像を受け取った専門医が画像の表示範囲
を変更しようとした場合、患部画像を送信してきた制御
装置３０に対して、変更内容を記述したデータを送信し
た。これに対して、患部画像が表示された携帯情報端末
の画面上で座標値を検出し、検出した座標値を送信する
ことによって、表示範囲の変更を指示することとしても
良い。以下、このような第２実施例について説明する。
【００４３】第２実施例においても、第１実施例と同様
に、制御装置３０から送信された患部画像のデータが携
帯情報端末４０に着信して、専門医が回線を接続する
と、画面上には図４に示すような患部画像が表示され
る。表示された患部画像を見た専門医が、例えば撮影範
囲を少し動かしたいと考えた場合、携帯情報端末４０の
画面を切り換えて、「３．移動」を選択する。すると再
び画面が切り変わって、図１１に示すように、患部画像
上に専用のカーソル４２を有する画像が表示される。専
門医は、表示された患部画像上で、画面の中央に持って
きたい箇所にカーソル４２の位置を移動させた後、携帯
情報端末４０の送信ボタンを押す。送信ボタンが押され
ると、携帯情報端末４０は画面上でカーソル４２の座標
値を検出して、検出した座標値のデータを制御装置３０
に送信する。
【００４４】制御装置３０のコントローラ３３は、こう
して送られてきた座標値を受け取ると、座標値から撮影
すべき患部位置を割り出した後、医療用撮影装置２０を
制御して新たな患部画像を撮影する。前述したように、
制御装置３０に設けられたモニタ３４の副表示部３６に
は、携帯情報端末４０に送信した画像が表示されている
ので、送信された来た座標値から撮影すべき患部位置を
決定することができる。制御装置３０は、こうして得ら
れた新たな患部画像のデータを、再び専門医の携帯情報
端末４０に送信する。
【００４５】また、専門医が携帯情報端末４０の画面を
見て、患部画像の一部を拡大して表示したいと考えた場
合は、図１０に示した画面上で「１．拡大」を選択す
る。すると、携帯情報端末４０の画面が切り変わり、図
１２に示すような画面が表示される。切り変わって表示
された画面には、患部画像とともに、拡大範囲を示す矩
形カーソル４４が表示されている。矩形カーソル４４の
左上隅の位置および右下隅の位置は、携帯情報端末４０
を操作することで移動させることが可能となっている。
専門医は、先ず初めに矩形カーソル４４の左上隅の位置
を移動させ、次いで矩形カーソル４４の右下隅の位置を
移動させて、画面上の患部画像の中で拡大したいと思っ
ている部分を矩形カーソル４４で囲んだ後、送信ボタン
を押す。送信ボタンが押されると、携帯情報端末４０
は、矩形カーソル４４の左上隅、および右下隅の座標値
を検出して、検出した座標値の組を制御装置３０に送信
する。
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【００４６】制御装置３０のコントローラ３３は、携帯
情報端末４０から送信された来たデータから２つの座標
値を抽出して、拡大しようとする領域を設定する。制御
装置３０には、先に携帯情報端末４０に転送した患部画
像が記憶されているので、携帯情報端末４０から送信さ
れた左上隅の座標値と右下隅の座標値とから、拡大しよ
うとする領域を検出することができる。次いでコントロ
ーラ３３は、検出した領域を撮影するように制御データ
を生成し、医療用撮影装置２０に供給して、新たな患部
画像を撮影する。こうして新たな患部画像が得られた
ら、再び通信回線を介して専門医の携帯情報端末４０に
送信される。
【００４７】このように第２実施例においては、携帯情
報端末４０の画面上で、患部画像の移動量、あるいは拡
大範囲を指定することができる。このため、携帯情報端
末４０の画面を見ながら専門医は、制御装置３０を直接
操作せずとも、最適な患部画像を迅速に表示させること
が可能となり、延いては、適切な判断を迅速に下すこと
が可能となる。
【００４８】尚、上述した説明では、携帯情報端末４０
は、患部画像上の所望の位置にカーソルを移動させた
後、カーソルの座標値を検出して、検出した座標値を制
御装置３０に送信するものとした。しかし、これに限ら
ず、例えば、図１１あるいは図１２に示すように、患部
画像上で所望の位置にカーソルを移動させた状態の画像
を、そのまま制御装置３０に送信することとしても良
い。こうした画像データを受け取った制御装置３０は、
カーソル付きの画像をモニタ３４上に表示させる。緊急
患者が運び込まれた現場の担当医は、こうして表示され
たモニタ３４上の画像を確認して制御装置３０を操作す
れば、遠方に居る専門医の意図に沿った患部画像を撮影
することができる。
【００４９】以上、各種の実施例について説明してきた
が、本発明は上記すべての実施例に限られるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実
施することができる。
【００５０】例えば、通信回線を接続したままデータを
やり取りするのではなく、携帯情報端末の有するメール
機能を利用して患部画像データを送信しても良い。送信
した患部画像を見て、専門医が設定した設定内容は、メ
ールの返信機能を利用して返信する。こうしてメールの
返信機能を利用して送信すれば、設定内容を確実に且つ
簡便に送信することが可能となるので好ましい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の遠隔診断システムの構成を示す説明
図である。
【図２】機能に着目して制御装置の構成を示した機能ブ
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ロック図である。
【図３】制御装置のモニタ構成を例示する説明図であ
る。
【図４】制御装置から転送された患部画像を携帯情報端
末の画面に表示した様子を示す説明図である。
【図５】第１実施例の携帯情報端末の画面上で、患部画
像の撮影範囲を修正している様子を示す説明図である。
【図６】第１実施例の携帯情報端末の画面上で、患部画
像の拡大程度を設定している様子を示す説明図である。
【図７】設定された倍率で拡大されて、制御装置から転
送された新たな患部画像を携帯情報端末の画面に表示し
た様子を示す説明図である。
【図８】第１実施例の携帯情報端末の画面上で、患部画
像の撮影範囲を移動している様子を示す説明図である。
【図９】第１実施例の携帯情報端末の画面上で、患部画
像の移動量を設定している様子を示す説明図である。
【図１０】第２実施例の携帯情報端末の画面上で、患部
画像の撮影範囲を修正している様子を示す説明図であ
る。
【図１１】第２実施例の携帯情報端末の画面上でカーソ
ルを移動させて、患部画像の移動量を設定している様子
を示す説明図である。
【図１２】第２実施例の携帯情報端末の画面上でカーソ
ルを移動させて、患部画像の拡大範囲を設定している様
子を示す説明図である。
【符号の説明】
１０…遠隔診断システム
２０…医療用撮影装置
３０…制御装置
３２…制御盤
３３…コントローラ
３４…モニタ
３５…主表示部
３６…副表示部
３７…転送先指定部
３８…通信部
４０…携帯情報端末
４２…カーソル
４４…矩形カーソル
５０…無線局
１００…通信手段
１１０…制御手段
１２０…動作手段
１２２…測定手段
１２４…撮影手段
１３０…記憶手段
１４０…患者データベース
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